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住民基本台帳による令和５（2023）年 10 月 1 日現在の総人口は 98,004 人、第 1

号被保険者数は 30,618 人となっています。

令和８（2026）年 10 月 1 日の総人口は、95,988 人に減少しますが、第 1 号被保

険者数は 30,406 人とほぼ横ばいとなる見込みとなっています。

区 分 
第8期計画（実績） 第9期計画（推計） 令和22年

(2040)
推計 

令和32年
(2050)
推計 

令和3度
(2021)

令和4年
(2022)

令和5年
(2023)

令和6年
(2024)

令和7年
(2025)

令和8年
(2026)

総人口（人） 99,293 98,648 98,004 97,357 96,713 95,988 85,626 78,097

第1号被保険者数 30,662 30,670 30,569 30,563 30,512 30,406 30,174 30,030

前期高齢者 14,731 14,288 13,680 13,502 13,111 12,875 11,936 13,647

後期高齢者 15,931 16,382 16,889 17,061 17,401 17,531 18,051 16,383

第2号被保険者数 31,976 31,717 31,457 31,197 30,937 30,743 26,072 22,851

※総人口は、令和3（2021）年～令和5（2023）年の住民基本台帳人口を基にコーホート変化率法で計算

※被保険者数は、社人研『日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)』を基にした地域包括ケア「見える化システム」で推計 

区分 
第8期計画（実績） 第9期計画（推計） 令和22年

(2040)
推計 

令和32年
(2050)
推計 

令和3度
(2021)

令和4年
(2022)

令和5年
(2023)

令和6年
(2024)

令和7年
(2025)

令和8年
(2026)

認定者数（人） 6,179 6,061 6,091 6,181 6,264 6,289 6,180 5,911

 要支援1 805 771 790 802 812 816 803 766

 要支援2 749 707 729 739 746 749 738 703

 要介護1 1,449 1,433 1,415 1,437 1,454 1,463 1,434 1,374

 要介護2 952 921 984 998 1,015 1,019 1,001 961

 要介護3 764 767 707 717 728 730 717 688

 要介護4 797 838 830 841 854 856 843 803

 要介護5 663 624 636 647 655 656 644 616

うち、第1号被保険者 6,091 5,977 6,007 6,097 6,180 6,205 6,111 5,849

 要支援1 800 765 782 794 804 808 796 760

 要支援2 732 696 715 725 732 735 726 693

 要介護1 1,435 1,417 1,398 1,420 1,437 1,446 1,420 1,361

 要介護2 938 908 974 988 1,005 1,009 993 953

 要介護3 752 757 699 709 720 722 711 682

 要介護4 786 827 820 831 844 846 835 796

 要介護5 648 607 619 630 638 639 630 604

認定率（第1号被保険者） 19.9% 19.5% 19.6% 19.9% 20.3% 20.4% 20.3% 19.5%

※第8期（実績）は、住民基本台帳（各年10月1日現在）及び介護保険事業状況報告月報（各年9月末現在）

※認定者数は、社人研『日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)』を基にした地域包括ケア「見える化システム」で推計
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認定者 の 計及び の 実 から 計した介護 サービス及び介護サービス

のサービス種 との 費、利用者 等の見 みは、 のとおりです。

【介護予防サービスの見込み】
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025)
令和8年度

(2026)
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)

①介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 

給付費(千円) 0 0 0 0 0

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数(人） 0 0 0 0 0

介護予防訪問看護 

給付費(千円) 12,180 12,196 12,989 12,738 12,196

回数(回) 232.6 232.6 247.6 243.9 232.6

人数(人） 30 30 32 31 30

介護予防訪問 
リハビリテーション 

給付費(千円) 0 0 0 0 0

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数(人） 0 0 0 0 0

介護予防居宅療養 
管理指導 

給付費(千円) 1,885 1,995 2,081 1,995 1,888

人数(人） 20 21 22 21 20

介護予防通所 
リハビリテーション 

給付費(千円) 96,328 97,710 98,473 96,450 91,908

人数(人） 235 238 240 235 224

介護予防短期入所 
生活介護 

給付費(千円) 4,502 4,471 4,434 4,434 4,434

日数(日) 55.3 54.8 54.3 54.3 54.3

人数(人） 12 12 12 12 12

介護予防短期入所 
療養介護(老健) 

給付費(千円) 0 0 0 0 0

日数(日) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数(人） 0 0 0 0 0

介護予防短期入所 
療養介護(病院等) 

給付費(千円) 0 0 0 0 0

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数(人） 0 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 
給付費(千円) 32,597 33,264 33,569 32,718 31,265

人数(人） 537 548 553 539 515

特定介護予防福祉用具 
購入費 

給付費(千円) 4,739 4,739 4,739 4,739 4,739

人数(人） 13 13 13 13 13

介護予防住宅改修費 
給付費(千円) 12,352 12,352 12,352 11,315 11,315

人数(人） 13 13 13 12 12

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

給付費(千円) 37,250 38,018 39,850 39,129 37,297

人数(人） 42 43 45 44 42

②地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型 
通所介護 

給付費(千円) 0 0 0 0 0

回数(回) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

人数(人） 0 0 0 0 0

介護予防小規模多機能型
居宅介護 

給付費(千円) 13,349 14,020 15,048 14,020 13,366

人数(人） 17 18 19 18 17

介護予防認知症対応型 
共同生活介護 

給付費(千円) 2,988 2,992 2,992 2,992 2,992

人数(人） 1 1 1 1 1

③介護予防支援 
給付費(千円) 36,131 36,508 36,453 35,569 33,968

人数(人） 655 661 660 644 615

合計(介護予防サービス) 給付費(千円) 254,301 258,265 262,980 256,099 245,368
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【介護サービスの見込み】
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025)
令和8年度

(2026)
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)
①居宅サービス

訪問介護 

給付費(千円) 659,462 667,867 673,596 656,943 627,560
回数(回) 18,509.7 18,714.6 18,871.4 18,405.4 17,579.4
人数(人） 673 688 696 679 649

訪問入浴介護 

給付費(千円) 11,016 11,354 11,861 11,354 10,923
回数(回) 79.9 82.2 86.0 82.2 79.1
人数(人） 25 26 27 26 25

訪問看護 

給付費(千円) 179,813 188,659 193,306 188,527 180,427
回数(回) 2,632.6 2,758.6 2,826.6 2,756.9 2,638.6
人数(人） 318 334 344 335 321

訪問リハビリテーション 

給付費(千円) 15,461 16,615 16,594 16,594 14,267
回数(回) 406.4 437.0 436.4 436.4 374.9
人数(人） 34 36 36 36 31

居宅療養管理指導 
給付費(千円) 36,645 38,671 39,672 38,671 37,003
人数(人） 483 509 522 509 487

通所介護 

給付費(千円) 658,186 635,404 637,360 622,175 593,419
回数(回) 7,368.3 7,107.4 7,123.0 6,955.1 6,632.3
人数(人） 661 636 639 624 595

通所リハビリテーション 

給付費(千円) 457,833 466,153 473,210 461,314 441,366
回数(回) 4,935.6 5,002.6 5,071.0 4,942.5 4,727.5
人数(人） 643 656 660 643 615

短期入所生活介護 

給付費(千円) 170,878 168,617 167,607 163,263 156,509
日数(日) 1,677.1 1,651.9 1,641.0 1,597.6 1,532.1
人数(人） 225 226 225 219 210

短期入所療養介護 
(老健) 

給付費(千円) 31,793 33,438 33,534 32,250 31,452
日数(日) 221.9 232.2 232.7 224.6 218.8
人数(人） 40 41 41 40 39

短期入所療養介護 
(病院等) 

給付費(千円) 0 0 0 0 0
日数(日) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数(人） 0 0 0 0 0

短期入所療養介護 
（介護医療院）

給付費(千円) 0 0 0 0 0
日数(日) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
人数(人） 0 0 0 0 0

福祉用具貸与 
給付費(千円) 221,782 226,208 228,341 222,755 212,743
人数(人） 1,524 1,555 1,569 1,531 1,462

特定福祉用具購入費 
給付費(千円) 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176
人数(人） 25 25 25 25 25

住宅改修費 
給付費(千円) 17,808 17,808 17,808 17,007 17,007
人数(人） 20 20 20 19 19

特定施設入居者生活介護
給付費(千円) 718,684 746,286 769,999 755,660 722,573
人数(人） 302 313 323 317 303

②地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護 

給付費(千円) 0 0 0 0 0
人数(人） 0 0 0 0 0

夜間対応型訪問介護 
給付費(千円) 0 0 0 0 0
人数(人） 0 0 0 0 0

認知症対応型通所介護 

給付費(千円) 47,986 48,298 48,550 45,293 43,217
回数(回) 429.8 432.2 434.6 407.0 387.2
人数(人） 40 40 40 38 36

小規模多機能型居宅介護
給付費(千円) 275,393 288,224 288,224 286,563 270,240
人数(人） 112 117 117 116 110

認知症対応型共同生活 
介護 

給付費(千円) 988,784 1,002,988 1,002,988 996,491 958,690
人数(人） 315 319 319 317 305

地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

給付費(千円) 257,066 257,392 257,392 257,392 257,392
人数(人） 108 108 108 108 108

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護 

給付費(千円) 0 0 0 0 0
人数(人） 0 0 0 0 0
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【介護サービスの見込み】
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025)
令和8年度

(2026)
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)

看護小規模多機能型 
居宅介護 

給付費(千円) 0 0 0 0 0

人数(人） 0 0 0 0 0

地域密着型通所介護 

給付費(千円) 336,868 343,363 349,169 340,881 325,790

回数(回) 3,443.0 3,487.5 3,543.6 3,459.3 3,307.9

人数(人） 355 368 377 368 352

③施設サービス 

介護老人福祉施設 
給付費(千円) 2,212,208 2,215,008 2,215,008 2,225,140 2,123,454

人数(人） 676 676 676 680 649

介護老人保健施設 
給付費(千円) 1,015,647 1,016,933 1,016,933 1,006,289 955,635

人数(人） 285 285 285 282 268

介護医療院 
給付費(千円) 334,745 335,168 335,168 352,271 343,720

人数(人） 80 80 80 84 82

④居宅介護支援 
給付費(千円) 376,319 380,291 379,235 370,331 353,699

人数(人） 2,155 2,175 2,169 2,118 2,023

合計(介護サービス) 給付費(千円) 9,034,553 9,114,921 9,165,731 9,077,340 8,687,262

【日常生活圏域ごとの地域密着型サービスの利用者数の見込み】
（介護予防サービス・介護サービス合算） 

区分 
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025) 
令和8年
度(2026)

区分
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025) 
令和8年度

(2026) 

東部圏域 7 7 7 22 23 24

西部圏域 6 6 6 20 21 21

南部圏域 5 5 5 17 18 18

北部圏域 7 7 7 24 25 25

中央部圏域 6 6 6 18 19 19

加茂・阿波圏域 3 3 3 8 8 8

勝北圏域 3 3 3 9 10 10

久米圏域 3 3 3 11 11 11

計 40 40 40 129 135 136

東部圏域 55 56 56 19 19 19

西部圏域 50 51 51 17 17 17

南部圏域 41 42 42 14 14 14

北部圏域 58 58 58 20 20 20

中央部圏域 44 44 44 15 15 15

加茂・阿波圏域 19 19 19 6 6 6

勝北圏域 23 23 23 8 8 8

久米圏域 26 27 27 9 9 9

計 316 320 320 108 108 108

東部圏域 62 64 66

西部圏域 56 58 59

南部圏域 46 48 49

北部圏域 64 67 69

中央部圏域 49 51 52

加茂・阿波圏域 22 22 23

勝北圏域 26 27 27

久米圏域 30 31 32

計 355 368 377

（単位：人）
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介護サービス 費に、特定入所者介護サービス費、 介護サービス費、 医

療合 介護サービス費、 健 保険 連合会 の 支 を えた

費の見 みは のとおりです。

区分 

第9期計画期間
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)合計 
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025) 
令和8年度

(2026) 

標準給付費 29,778,119 9,845,112 9,937,615 9,995,393 9,881,993 9,457,307

総給付費 28,090,751 9,288,854 9,373,186 9,428,711 9,333,439 8,932,630

特定入所者介護サービス費等
給付費 

883,855 291,368 295,654 296,834 287,265 274,761

高額介護サービス費等給付費 660,577 217,731 220,982 221,864 214,137 204,816

高額医療合算介護サービス費等
給付費 

115,059 37,962 38,472 38,625 37,956 36,304

算定対象審査支払手数料 27,877 9,198 9,321 9,358 9,196 8,796

支援事業費の見 みは のとおりです。

区分 

第9期計画期間
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)合計 
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025) 
令和8年度

(2026) 

地域支援事業費 1,114,809 361,681 372,170 380,959 340,081 333,808

①介護予防・日常生活支援総合事業

訪問型サービス 41,269 41,716 41,952 36,854 34,745

(利用者数：人) 177 179 180 158 148

通所型サービス 41,635 43,543 44,257 34,936 32,894

(利用者数：人) 157 168 173 132 124

介護予防ケアマネジメント 8,464 8,560 8,610 8,530 8,134

一般介護予防事業 18,545 18,758 18,873 18,687 17,818

上記以外の介護予防・日常生活総合事業 0 0 0 0 0

②包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業 

包括的支援事業(地域包括支援センターの運営) 161,202 168,702 176,202 151,473 150,750

任意事業 28,894 29,220 29,392 27,928 27,795

③包括的支援事業（社会保障充実分）

在宅医療・介護連携推進事業 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693

生活支援体制整備事業 49,425 49,425 49,425 49,425 49,425

認知症初期集中支援推進事業 1,439 1,439 1,439 1,439 1,439

認知症地域支援・ケア向上事業 4,521 4,521 4,521 4,521 4,521

地域ケア会議推進事業 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594

（単位：千円）

（単位：千円）
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保険料収納必要額の見込みは次のとおりです。「標準給付費」と「地域支援事業費」に

対する第1号被保険者負担割合（第９期計画期間は23％、令和22（2040）年度は26％

見込み）相当額が、第1号被保険者保険料を算出する根拠となり、保険料収納必要額は次

の計算式で算出されます。

保険  

第 1 号被保険者 分

保険者  

区分 

第9期計画期間
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)合計 
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025) 
令和8年度

(2026) 

第1号被保険者 分 7,105,373 2,347,562 2,371,250 2,386,561 2,657,739 2,741,512

1,505,715 497,751 502,510 505,454 499,050 477,545

別 0 0 0 0 0 0

1,881,793 644,090 630,147 607,556 670,723 570,189

260,000 0 0

保険者
100,668 33,556 33,556

保険 6,368,628 2,452,510 2,615,312

（単位： ）
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65 歳以上（第 1 号被保険者）の保険料は、市町村ごとに決定し、計画期間中のサー

ビス利用見込み量に応じたものとなり、サービス利用見込み量が増えると保険料は上が

ることになります。

第９期計画期間においては、第 1 号被保険者保険料について、高齢者の所得段階を下

表の 13 段階に分け、各段階で保険料基準額に対する割合を設定します。

市民税 

課税状況

保険料の所得段階設定

対象者 

国標準 津山市 

世
帯

本
人 所得段階 保険料率 所得段階 保険料率

非
課
税

非
課
税

・生活保護受給者
・市民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 
・市民税世帯非課税（課税年金収入額＋その他
の合計所得金額－分離譲渡所得に係る特別控
除額が80万円以下） 

第1段階
基準額 
×0.285
(0.455)

第1段階
基準額 
×0.285
(0.455)

・市民税世帯非課税（課税年金収入額＋その他
の合計所得金額－分離譲渡所得に係る特別控
除額が80万円超120万円以下）

第2段階
基準額 
×0.485
(0.685)

第2段階
基準額 
×0.485
(0.685)

・市民税世帯非課税（課税年金収入額＋その他
の合計所得金額－分離譲渡所得に係る特別控
除額が120万円超）

第3段階
基準額 
×0.685
(0.69) 

第3段階
基準額 
×0.685
(0.69) 

課
税

・市民税世帯課税本人非課税（課税年金収入額
＋その他の合計所得金額－分離譲渡所得に係
る特別控除額が80万円以下）

第4段階
基準額 
×0.90

第4段階
基準額 
×0.80 

・市民税世帯課税本人非課税（課税年金収入額
＋その他の合計所得金額－分離譲渡所得に係
る特別控除額が80万円超）

第5段階
基準額 
×1.00

第5段階
基準額 
×1.00

課
税

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が120万円未満）

第6段階
基準額 
×1.20

第6段階
基準額 
×1.20

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が120万円以上210万円未
満） 

第7段階
基準額 
×1.30

第7段階
基準額 
×1.30

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が210万円以上320万円未
満） 

第8段階
基準額 
×1.50

第8段階
基準額 
×1.50

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が320万円以上420万円未
満） 

第9段階
基準額 
×1.70

第9段階
基準額 
×1.70

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が420万円以上520万円未
満） 

第10段階
基準額 
×1.90

第10段階
基準額 
×1.90

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が520万円以上620万円未
満） 

第11段階
基準額 
×2.10

第11段階
基準額 
×2.10

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が620万円以上720万円未
満） 

第12段階
基準額 
×2.30

第12段階
基準額 
×2.30

・市民税本人課税（合計所得金額－分離譲渡所
得に係る特別控除額が720万円以上） 

第13段階
基準額 
×2.40

第13段階
基準額 
×2.40

保険料率の( )内の数字は、公費投入前の保険料率
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期計画期 における所 保険者 は、 年 の実 を とに、

のとおり設定し した。

区分 

第9期計画期間
令和22年度

(2040)
令和32年度

(2050)合計 
令和6年度

(2024)
令和7年度

(2025) 
令和8年度

(2026) 

第1号被保険者数 91,481 30,563 30,512 30,406 30,174 30,030

前期（65～74歳） 39,488 13,502 13,111 12,875 12,992 13,647

後期（75～84歳） 32,601 10,648 10,938 11,015 9,116 8,945

後期（85歳～） 19,392 6,413 6,463 6,516 8,066 7,438

所得段階別被保険者数

 第1段階 12,167 4,065 4,058 4,044 4,013 3,994

 第2段階 11,802 3,943 3,936 3,923 3,893 3,874

 第3段階 10,704 3,576 3,570 3,558 3,530 3,514

 第4段階 5,855 1,956 1,953 1,946 1,931 1,922

 第5段階 14,730 4,921 4,913 4,896 4,858 4,835

 第6段階 16,283 5,440 5,431 5,412 5,371 5,345

 第7段階 11,069 3,698 3,692 3,679 3,651 3,634

 第8段階 4,481 1,497 1,495 1,489 1,478 1,471

 第9段階 1,737 580 580 577 573 571

 第10段階 824 275 275 274 272 270

 第11段階 457 153 152 152 151 150

 第12段階 274 92 91 91 91 90

 第13段階 1,098 367 366 365 362 360

 合計 91,481 30,563 30,512 30,406 30,174 30,030

（単位：人）
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介護保険料の基準額は、保険料収納必要額に収納率を見込み、所得段階別の保険料負

担割合を反映した被保険者見込み数で割って年額を算定し、その金額を更に 12 で割っ

て月額に換算した額を算定します。

第９期計画期間における第 1 号被保険者保険料を算定するにあたっては、保険料の上

昇を抑制するために、介護給付費等準備基金を活用する予定とします。

以上の結果、第９期計画期間における第 1 号被保険者保険料の基準額（月額）を下表

のとおり設定します。

また、令和 22（2040）年度及び令和 32（2050）年度における保険料基準額につ

いて下表のように見込みます。 

区分 第８期 第９期 
令和 22 年度 
（2040）推計

令和 32 年度 
（2050）推計

介護保険料基準額
（月額） 6,000 円（現行） 6,000 円 7,100 円 7,600 円 


